
  

 

 

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

１
 
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
 

別
表
 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 

１
 
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
 

イ
 
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費

(Ⅰ)（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
わ
な
い
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5,446単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9,720単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,140単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,417単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,692単
位
 

⑵
 
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7
,946単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,413単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,948単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,358単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,298単
位
 

ロ
 
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費

(Ⅱ)（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
,446

単
位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
,720

単
位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
6,140

単
位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
0,417

単
位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
4,692

単
位
 

イ
 
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費

(Ⅰ)（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
わ
な
い
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5,697単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,168単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,883単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,357単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,829単
位
 

⑵
 
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8,312単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,985単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,821単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,434単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,601単
位
 

ロ
 
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費

(Ⅱ)（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,697単

位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,168
単
位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,883
単
位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,357
単
位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,829
単
位
 

ハ
 
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費

(Ⅲ
) 

⑴
 
基
本
夜
間
訪
問
サ
ー
ビ
ス
費
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 
 

 
989

単
位
 

⑵
 
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
費
（
１
回
に
つ
き
）
 
 
 
 
 
 

 
372

単
位
 

⑶
 
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅰ
)（

１
回
に
つ
き
）
 
 
 
 
 

 
5
67単

位
 

⑷
 
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅱ
)（

１
回
に
つ
き
）
 
 
 
 
 

 
7
64単

位
 

（
新
設
）
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注
１

 
イ
⑴
に
つ
い
て
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

1
8
年
厚
生
労
働
省
令
第

34
号
。
以
下

「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２

に
規
定
す
る
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の

４
に
規
定
す
る
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事

業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
従
業
者
（
同
条
に
規
定
す
る
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
従
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
利
用
者
に

対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（
連
携
型

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の

4
1
に
規
定
す
る
連
携
型
指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

夜
間
に
の
み
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
注
及
び
注
２
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
（
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の
３
第
４
号
に
規
定
す
る
訪
問
看

護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ

た
場
合
を
除
く
。
）
に
、
利
用
者
の
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て

、
１
月
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

注
１

 
イ
⑴
に
つ
い
て
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

18
年
厚
生
労
働
省
令
第

34
号
。
以
下

「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２

に
規
定
す
る
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の

４
に
規
定
す
る
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事

業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
従
業
者
（
同
条
に
規
定
す
る
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
従
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
利
用
者
に

対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（
連
携
型

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の

41
に
規
定
す
る
連
携
型
指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除

く
。
以
下
こ
の
注
及
び
注
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

（
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３

条
の
３
第
４
号
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
、
利

用
者
の
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
、
１
月
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
所

定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
ハ
に
つ
い
て
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

事
業
所
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
が
、
利

用
者
に
対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（
夜

間
に
の
み
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

⑴
 
基
本
夜
間
訪
問
サ
ー
ビ
ス
費
 

利
用
者
に
対
し
て
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
第
３
条
の
４
第
１
号
に
規
定
す
る
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
い

う
。
）
に
通
報
で
き
る
端
末
機
器
を
配
布
し
、
利
用
者
か
ら
の
通

（
新
設
）
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報
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
場
合
 

⑵
 
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
費
 

利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基

準
第
３
条
の
３
第
１
号
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
員
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
、
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
（
同
号
に
規
定
す
る
定
期

巡
回
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
 

⑶
 
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅰ
) 

利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
が
、
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
（
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の
３
第
３
号
に
規
定
す
る
随

時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

 

⑷
 
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅱ
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
１
人
の
利
用
者

に
対
し
て
２
人
の
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
に
よ
り
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ

と
に
つ
い
て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
随
時
訪

問
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
 

㈠
 
利
用
者
の
身
体
的
理
由
に
よ
り
１
人
の
訪
問
介
護
員
等
に
よ

る
介
護
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

㈡
 
暴
力
行
為
、
著
し
い
迷
惑
行
為
、
器
物
破
損
行
為
等
が
認
め

ら
れ
る
場
合
 

㈢
 
長
期
間
に
わ
た
り
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
随
時
訪
問
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
な
い
利
用
者
か
ら
の
通
報
を
受
け
て
、
随

時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合

 

㈣
 
そ
の
他
利
用
者
の
状
況
等
か
ら
判
断
し
て
、
㈠
か
ら
㈢
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

                            

５
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
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６
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

７
 
通
所
介
護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
地
域
密
着
型
通
所
介

護
又
は
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
以
下
「
通
所
介
護
等
」
と
い
う

。
）
を
受
け
て
い
る
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
（
ハ
の
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
場
合
を
除
く

。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
通
所
介
護
等
を
利
用
し
た
日
数
に
、
１
日

当
た
り
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
所
定
単
位
数

か
ら
減
算
す
る
。
 

①
・
②
 
（
略
）
 

４
 
通
所
介
護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
地
域
密
着
型
通
所
介

護
又
は
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
以
下
「
通
所
介
護
等
」
と
い
う

。
）
を
受
け
て
い
る
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
通
所
介
護
等
を
利
用
し
た

日
数
に
、
１
日
当
た
り
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
乗
じ
て
得
た
単
位
数

を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

 

①
・
②
 
（
略
）
 

８
 
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
所
在
す

る
建
物
と
同
一
の
敷
地
内
若
し
く
は
隣
接
す
る
敷
地
内
の
建
物
若
し

く
は
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
と
同
一

の
建
物
（
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
「
同
一
敷
地
内
建
物
等
」
と
い
う

。
）
に
居
住
す
る
利
用
者
（
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業
所
に
お
け
る
１
月
当
た
り
の
利
用
者
が
同
一
敷
地
内
建

物
等
に
5
0
人
以
上
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
を
除
く
。
）

に
対
し
て
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
イ
又
は
ロ
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き

600
単
位
を
所
定

単
位
数
か
ら
減
算
し
、
ハ
に
つ
い
て
は
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
随

時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
際
に
算
定
す
る
所
定
単
位
数
の

100
分

の
90
に
相
当
す
る
単
位
数
を
算
定
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
け
る
１
月
当
た
り
の
利
用
者
が
同
一

敷
地
内
建
物
等
に
5
0
人
以
上
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に

対
し
て
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
イ
又
は
ロ
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き

900
単
位
を
所
定
単

位
数
か
ら
減
算
し
、
ハ
に
つ
い
て
は
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
随
時

訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
際
に
算
定
す
る
所
定
単
位
数
の

100
分
の

8
5
に
相
当
す
る
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

５
 
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
所
在
す

る
建
物
と
同
一
の
敷
地
内
若
し
く
は
隣
接
す
る
敷
地
内
の
建
物
若
し

く
は
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
と
同
一

の
建
物
（
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
「
同
一
敷
地
内
建
物
等
」
と
い
う

。
）
に
居
住
す
る
利
用
者
（
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業
所
に
お
け
る
１
月
当
た
り
の
利
用
者
が
同
一
敷
地
内
建

物
等
に
50
人
以
上
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
を
除
く
。
）

に
対
し
て
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き

600単
位
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
し
、

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
け
る
１

月
当
た
り
の
利
用
者
が
同
一
敷
地
内
建
物
等
に
50
人
以
上
居
住
す
る

建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
900単

位
を
所

定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

９
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
し
、
か
つ
、
厚
生
労

６
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
し
、
か
つ
、
厚
生
労
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働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
と
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、

厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
（
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当

該
方
法
に
よ
る
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

電
子
メ
ー
ル
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
と
す
る
。
以
下
「
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
市
町
村

長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
厚
生
労
働

省
老
健
局
長
（
以
下
「
老
健
局
長
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
様
式
に

よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

事
業
所
（
そ
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
る
事
務
所
が
当
該
地
域
に
所

在
し
な
い
場
合
は
、
当
該
事
務
所
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
一
部
と
し

て
使
用
さ
れ
る
事
務
所
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

従
業
者
が
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
特
別
地
域
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
加
算

と
し
て
、
イ
又
は
ロ
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
ハ
に
つ
い
て
は
定

期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
際
に
１
回
に

つ
き
、
所
定
単
位
数
の

1
0
0
分
の

1
5
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単

位
数
に
加
算
す
る
。
 

働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
と
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、

厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
（
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当

該
方
法
に
よ
る
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

電
子
メ
ー
ル
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
と
す
る
。
以
下
「
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
市
町
村

長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
厚
生
労
働

省
老
健
局
長
（
以
下
「
老
健
局
長
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
様
式
に

よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

事
業
所
（
そ
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
る
事
務
所
が
当
該
地
域
に
所

在
し
な
い
場
合
は
、
当
該
事
務
所
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
一
部
と
し

て
使
用
さ
れ
る
事
務
所
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

従
業
者
が
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
特
別
地
域
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
加
算

と
し
て
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
の

100
分
の

15
に
相
当
す
る
単

位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

10
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
し
、
か
つ
、
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
（
そ
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
る

事
務
所
が
当
該
地
域
に
所
在
し
な
い
場
合
は
、
当
該
事
務
所
を
除
く

。
）
又
は
そ
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
る
事
務
所
の
定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
が
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
又
は
ロ
に
つ
い
て
は
１
月
に

つ
き
、
ハ
に
つ
い
て
は
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
随
時
訪
問
サ
ー
ビ

７
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
し
、
か
つ
、
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
（
そ
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
る

事
務
所
が
当
該
地
域
に
所
在
し
な
い
場
合
は
、
当
該
事
務
所
を
除
く

。
）
又
は
そ
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
る
事
務
所
の
定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
が
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
の

100
分
の

10に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
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ス
を
行
っ
た
際
に
１
回
に
つ
き
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の

10
に
相

当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

11
 
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
が
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
利
用
者
に
対
し
て
、
通
常
の
事
業

の
実
施
地
域
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の

19
第
３

項
に
規
定
す
る
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
を
い
う
。
）
を
越
え
て
、

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

イ
又
は
ロ
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
ハ
に
つ
い
て
は
定
期
巡
回
サ

ー
ビ
ス
又
は
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
際
に
１
回
に
つ
き
、
所

定
単
位
数
の

1
00
分
の
５
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加

算
す
る
。
 

８
 
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
が
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
利
用
者
に
対
し
て
、
通
常
の
事
業

の
実
施
地
域
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の

19
第
３

項
に
規
定
す
る
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
を
い
う
。
）
を
越
え
て
、

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
の

100
分
の
５
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

12
 
イ
⑵
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を

行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
（
連

携
型
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
を
除
く

。
以
下
「
一
体
型
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事

業
所
」
と
い
う
。
）
が
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、
計
画
的
に
訪
問

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
緊
急
時
訪
問
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
体

制
に
あ
る
場
合
（
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に

は
、
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
と
し
て
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に

従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
325

単
位
 

⑵
 
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
315

単
位
 

９
 
イ
⑵
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
（
連
携

型
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
を
除
く
。

以
下
「
一
体
型
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業

所
」
と
い
う
。
）
が
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、
計
画
的
に
訪
問
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
緊
急
時
訪
問
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
体
制

に
あ
る
場
合
（
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
は

、
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き

315
単
位
を
所
定

単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

   

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

13
 
（
略
）
 

1
0
 
（
略
）
 

14
 
イ
⑵
に
つ
い
て
、
在
宅
で
死
亡
し
た
利
用
者
に
つ
い
て
、
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

11
 
イ
⑵
に
つ
い
て
、
在
宅
で
死
亡
し
た
利
用
者
に
つ
い
て
、
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
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健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
一
体
型
指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が
、
そ
の
死
亡
日
及
び
死

亡
日
前
1
4
日
以
内
に
２
日
（
死
亡
日
及
び
死
亡
日
前

14日
以
内
に
当

該
利
用
者
（
末
期
の
悪
性
腫
瘍
そ
の
他
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
訪
問
看
護
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
１
日
）
以
上
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
っ
た
場
合
（
タ

ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
っ
た
後
、

24
時
間
以
内
に
在
宅
以
外
で
死
亡
し

た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
と
し
て
、
当
該
利

用
者
の
死
亡
月
に
つ
き
2
,
5
00単

位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
一
体
型
指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が
、
そ
の
死
亡
日
及
び
死

亡
日
前

14日
以
内
に
２
日
（
死
亡
日
及
び
死
亡
日
前

14
日
以
内
に
当

該
利
用
者
（
末
期
の
悪
性
腫
瘍
そ
の
他
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
訪
問
看
護
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
１
日
）
以
上
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
っ
た
場
合
（
タ

ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
っ
た
後
、

24
時
間
以
内
に
在
宅
以
外
で
死
亡
し

た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
と
し
て
、
当
該
利

用
者
の
死
亡
月
に
つ
き
2,000単

位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

15
～
1
7 

（
略
）
 

1
2
～
14 

（
略
）
 

ニ
 
初
期
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30単
位
 

注
 
イ
及
び
ロ
に
つ
い
て
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
の
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

30日
以
内
の
期
間
に
つ
い
て

は
、
初
期
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。

30

日
を
超
え
る
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院
の
後
に
指
定
定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
利
用
を
再
び
開
始
し
た
場
合
も
、
同
様
と

す
る
。
 

ハ
 
初
期
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30単
位
 

注
 
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
利
用
を
開
始
し
た

日
か
ら
起
算
し
て
30
日
以
内
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
初
期
加
算
と
し
て

、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
30
日
を
超
え
る
病
院
又
は

診
療
所
へ
の
入
院
の
後
に
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
の
利
用
を
再
び
開
始
し
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
 

ホ
 
退
院
時
共
同
指
導
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
600単

位
 

注
 
イ
⑵
に
つ
い
て
、
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護

医
療
院
に
入
院
中
又
は
入
所
中
の
者
が
退
院
又
は
退
所
す
る
に
当
た
り

、
一
体
型
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
保

健
師
、
看
護
師
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚

士
が
退
院
時
共
同
指
導
（
当
該
者
又
は
そ
の
看
護
に
当
た
っ
て
い
る
者

に
対
し
て
、
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院

の
主
治
の
医
師
そ
の
他
の
従
業
者
と
共
同
し
、
在
宅
で
の
療
養
上
必
要

な
指
導
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
行
っ
た
後
、
当
該
者
の
退
院
又
は
退
所
後
に
当
該
者
に
対
す
る
初

回
の
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
、
退
院
時
共
同
指
導
加
算

と
し
て
、
当
該
退
院
又
は
退
所
に
つ
き
１
回
（
特
別
な
管
理
を
必
要
と

す
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
２
回
）
に
限
り
、
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。
 

ニ
 
退
院
時
共
同
指
導
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
600単

位
 

注
 
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
入
院
中

又
は
入
所
中
の
者
が
退
院
又
は
退
所
す
る
に
当
た
り
、
一
体
型
指
定
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
保
健
師
、
看
護
師
又

は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
退
院
時
共
同

指
導
（
当
該
者
又
は
そ
の
看
護
に
当
た
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
病
院

、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
主
治
の
医
師
そ

の
他
の
従
業
者
と
共
同
し
、
在
宅
で
の
療
養
上
必
要
な
指
導
を
行
い
、

そ
の
内
容
を
文
書
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

行
っ
た
後
、
当
該
者
の
退
院
又
は
退
所
後
に
当
該
者
に
対
す
る
初
回
の

訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
、
退
院
時
共
同
指
導
加
算
と
し

て
、
当
該
退
院
又
は
退
所
に
つ
き
１
回
（
特
別
な
管
理
を
必
要
と
す
る

利
用
者
に
つ
い
て
は
２
回
）
に
限
り
、
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
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ヘ
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算
 

注
 
イ
及
び
ロ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が
、
利
用

者
に
対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ

る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加

算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算

は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 

 
1,200

単
位
 

⑵
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 8
00
単
位
 

ホ
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,000単

位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
の
質
を
継
続
的
に
管
理
し
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

ト
 
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

 

⑴
 
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100単

位
 

⑵
 
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
200単

位
 

注
１

 
⑴
に
つ
い
て
、
計
画
作
成
責
任
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
第
３
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
計
画
作
成
責
任
者
を
い
う
。

注
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事

業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
（
平
成
1
1
年
厚
生
省
令
第
37
号
。
以
下
「
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第

76
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

1
1
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業

所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し

て
い
る
医
療
提
供
施
設
（
医
療
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

205
号
）
第

１
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
医
療
提
供
施
設
を
い
い
、
病
院
に
あ

っ
て
は
、
許
可
病
床
数
が

200
床
未
満
の
も
の
又
は
当
該
病
院
を
中

心
と
し
た
半
径
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
診
療
所
が
存
在
し
な
い
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士

又
は
言
語
聴
覚
士
の
助
言
に
基
づ
き
、
生
活
機
能
の
向
上
を
目
的
と

ヘ
 
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

 

⑴
 
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100単

位
 

⑵
 
生
活
機
能
向
上
連
携
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
200単

位
 

注
１

 
⑴
に
つ
い
て
、
計
画
作
成
責
任
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
第
３
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
計
画
作
成
責
任
者
を
い
う
。

注
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事

業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
（
平
成

11
年
厚
生
省
令
第
37
号
。
以
下
「
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第

76
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

111
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業

所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し

て
い
る
医
療
提
供
施
設
（
医
療
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

205
号
）
第

１
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
医
療
提
供
施
設
を
い
い
、
病
院
に
あ

っ
て
は
、
許
可
病
床
数
が

200
床
未
満
の
も
の
又
は
当
該
病
院
を
中

心
と
し
た
半
径
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
診
療
所
が
存
在
し
な
い
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士

又
は
言
語
聴
覚
士
の
助
言
に
基
づ
き
、
生
活
機
能
の
向
上
を
目
的
と
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し
た
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
計
画
（
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の

24
第
１
項
に
規
定
す
る
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
計
画
を
い
う
。
こ
の
注
及
び
注
２
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
当
該
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
計
画
に
基
づ
く
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
（
イ
又
は
ロ
の
所
定
単
位
数
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
以

下
こ
の
注
及
び
注
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
と
き
は
、
初
回

の
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
が
行
わ
れ
た

日
の
属
す
る
月
に
、
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

し
た
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
計
画
（
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
３
条
の

24
第
１
項
に
規
定
す
る
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
計
画
を
い
う
。
こ
の
注
及
び
注
２
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
、
当
該
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
計
画
に
基
づ
く
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
を
行
っ
た
と
き
は
、
初
回
の
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
に
、
所
定
単
位
数
を
加

算
す
る
。
 

 

２
 
（
略
）
 

チ
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
者
に
対
し
て
専
門
的
な
認
知
症
ケ
ア
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
イ
又
は
ロ
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き

、
ハ
に
つ
い
て
は
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
行
っ
た
際
に
１
日
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
イ
又
は
ロ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
 

㈠
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90
単
位
 

㈡
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120

単
位
 

⑵
 
ハ
を
算
定
し
て
い
る
場
合

 

㈠
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
単
位
 

㈡
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４
単
位
 

ト
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
者
に
対
し
て
専
門
的
な
認
知
症
ケ
ア
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位

数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な

い
。
 

 

⑴
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90
単
位
 

  ⑵
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 120単

位
 

リ
 
口
腔 く

う連
携
強
化
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
0
単
位
 

注
 
イ
及
び
ロ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

（
新
設
）
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っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
従
業
者

が
、
口
腔 く

うの
健
康
状
態
の
評
価
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者

の
同
意
を
得
て
、
歯
科
医
療
機
関
及
び
介
護
支
援
専
門
員
に
対
し
、
当

該
評
価
の
結
果
の
情
報
提
供
を
行
っ
た
と
き
は
、
口
腔 く

う連
携
強
化
加
算

と
し
て
、
１
月
に
１
回
に
限
り
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

ヌ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に

掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
イ
又
は
ロ
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
ハ
に
つ

い
て
は
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ

た
際
に
１
回
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
イ
又
は
ロ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
 

㈠
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 

 
750

単
位
 

㈡
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 

 
640

単
位
 

㈢
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅲ
) 

 
 
 
 
 
 

 
350

単
位
 

⑵
 
ハ
を
算
定
し
て
い
る
場
合

 

㈠
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
22
単
位
 

㈡
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
18
単
位
 

㈢
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅲ
) 

 
 
 
 
 
 
 
６
単
位
 

（
削
る
）
 

チ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に

掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算

す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

  

⑴
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 750単

位
 

   ⑵
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 640単

位
 

   ⑶
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅲ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 350単

位
 

ル
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

リ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
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問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、

令
和
６
年
５
月
3
1日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数

に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い

。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
1
37
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
1
00
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
5
5に

相
当
す
る
単
位
数
 

問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、

令
和
６
年
３
月
31日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数

に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い

。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
137に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
100に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
55に

相
当
す
る
単
位
数
 

ヲ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い

、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

ヌ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い

、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

ワ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

ル
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
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訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
24に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す

る
。
 

訪
問
介
護
看
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1000分

の
24に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す

る
。
 

２
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
 

２
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費

 

イ
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費

(Ⅰ
) 

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
単
位
数
 

ロ
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
１
月
に
つ
き
2
,702

単
位
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
夜
間

対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
６

条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
（
同
項
に
規
定

す
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
を
い
う
。
）
が
、
指
定
夜
間
対

応
型
訪
問
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
４
条
に
規
定

す
る
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ

た
場
合
に
、
当
該
施
設
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
所

定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

イ
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費

(Ⅰ
) 

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
単
位
数
 

ロ
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 １

月
に
つ
き

2,800単
位
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

て
市
町
村
長
に
届
け
出
た
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
（
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
夜

間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
夜
間
対
応

型
訪
問
介
護
従
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従

業
者
を
い
う
。
）
が
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
（
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
４
条
に
規
定
す
る
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介

護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該
施
設
基
準
に

掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

２
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

３
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

４
～
1
0 

（
略
）
 

２
～
８
 
（
略
）
 

ハ
・
ニ
 
（
略
）
 

ホ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
が
、

ハ
・
ニ
 
（
略
）
 

ホ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
が
、
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利
用
者
に
対
し
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31
日
ま
で
の
間
、
次

に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

利
用
者
に
対
し
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
次

に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

 
ヘ
・
ト
 
（
略
）
 

ヘ
・
ト
 
（
略
）
 

２
の
２
 
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
 

２
の
２
 
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
 

イ
 
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費

 

⑴
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
16単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
478単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
40単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
00単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
63単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
36単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
01単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
66単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
29単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
9
5単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
57単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
76単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
96単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,013単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,134単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
78単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
01単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
25単

位
 

イ
 
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費

 

⑴
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
415単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
476単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
538単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
598単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
661単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
435単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
499単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
564単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
627単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
693単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
655単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
773単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
893単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,010単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,130単
位
 

⑷
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
676単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
798単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
922単

位
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㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,049単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,172単

位
 

⑸
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
53単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
90単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,032単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,172単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,312単

位
 

⑹
 
所
要
時
間
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
83単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
25単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,072単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,220単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,365単

位
 

ロ
 
療
養
通
所
介
護
費
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 
 
 

 
 
 

1
2,785単

位
 

ハ
 
短
期
利
用
療
養
通
所
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 
 
 
 

 
1,
335単

位
 

注
１

 
（
略
）
 

２
 
ロ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に

よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出

を
行
っ
た
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
基
準
第
4
0
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
利
用
者
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
指
定
療
養
通
所
介
護
（
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

38
条
に
規
定
す
る
指
定
療
養
通
所
介

護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
、
所
定
単
位
数
を
算

定
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
数
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職

員
の
員
数
が
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合

は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,045単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,168単
位
 

⑸
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
750単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
887単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,028単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,168単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,308単
位
 

⑹
 
所
要
時
間
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
780単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
922単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,068単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,216単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,360単
位
 

ロ
 
療
養
通
所
介
護
費
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 
 
 
 
 
 

12,691単
位
 

（
新
設
）
 

注
１

 
（
略
）
 

２
 
ロ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
に
届
け
出
た
指
定
療
養
通
所
介
護

事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

40
条
第
１
項
に
規
定

す
る
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い

て
、
利
用
者
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
限
る
。
）
に
つ

い
て
、
指
定
療
養
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

38
条
に
規
定
す
る
指
定
療
養
通
所
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

行
っ
た
場
合
に
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
の

数
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
の
員
数
が
別
に
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。
 

３
 
ハ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

（
新
設
）
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、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
療
養
通
所
介
護

を
行
っ
た
場
合
に
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者

の
数
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
の
員
数
が
別
に
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。
 

４
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

５
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

６
～
1
0 

（
略
）
 

３
～
７
 
（
略
）
 

11
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
注
10
を
算
定

し
て
い
る
場
合
は
、
生
活
相
談
員
配
置
等
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ

き
13
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

８
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
注
７
を
算
定

し
て
い
る
場
合
は
、
生
活
相
談
員
配
置
等
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ

き
13
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

12
・
1
3 

（
略
）
 

９
・
10 

（
略
）
 

1
4
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
、
中
重
度
の
要
介
護
者

を
受
け
入
れ
る
体
制
を
構
築
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行

っ
た
場
合
は
、
中
重
度
者
ケ
ア
体
制
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ
き

45

単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
1
0
を
算
定
し
て
い

る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

11
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
、
中
重
度
の
要
介
護
者

を
受
け
入
れ
る
体
制
を
構
築
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行

っ
た
場
合
は
、
中
重
度
者
ケ
ア
体
制
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ
き

45

単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
７
を
算
定
し
て
い

る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

15
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

12
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
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、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
外
部
と
の
連

携
に
よ
り
、
利
用
者
の
身
体
の
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
か
つ
、
個

別
機
能
訓
練
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
⑴
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
当
該

個
別
機
能
訓
練
計
画
を
見
直
し
た
場
合
を
除
き
３
月
に
１
回
を
限
度

と
し
て
、
１
月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ

る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
注
1
6
を
算
定
し
て
い
る
場

合
、
⑴
は
算
定
せ
ず
、
⑵
は
１
月
に
つ
き

1
00
単
位
を
所
定
単
位
数

に
加
算
す
る
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
外
部
と
の
連

携
に
よ
り
、
利
用
者
の
身
体
の
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
か
つ
、
個

別
機
能
訓
練
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
⑴
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
当
該

個
別
機
能
訓
練
計
画
を
見
直
し
た
場
合
を
除
き
３
月
に
１
回
を
限
度

と
し
て
、
１
月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ

る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
注
13
を
算
定
し
て
い
る
場

合
、
⑴
は
算
定
せ
ず
、
⑵
は
１
月
に
つ
き

100
単
位
を
所
定
単
位
数

に
加
算
す
る
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

1
6
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
利
用
者
に
対
し
て
、
機
能
訓
練

を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
⑴

及
び
⑵
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
、
⑶
に
つ

い
て
は
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す

る
。
た
だ
し
、
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅰ
)イ

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に

は
、
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅰ
)ロ

は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅰ
)ロ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76
単
位
 

⑶
 
（
略
）
 

13
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
利
用
者
に
対
し
て
、
機
能
訓
練

を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
⑴

及
び
⑵
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
、
⑶
に
つ

い
て
は
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す

る
。
た
だ
し
、
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅰ
)イ

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に

は
、
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅰ
)ロ

は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅰ
)ロ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85
単
位
 

⑶
 
（
略
）
 

17
 
（
略
）
 

1
4
 
（
略
）
 

18
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を

1
5
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
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行
っ
た
場
合
は
、
認
知
症
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ
き
60
単
位
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
10
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

、
算
定
し
な
い
。
 

行
っ
た
場
合
は
、
認
知
症
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ
き
60
単
位
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
７
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

、
算
定
し
な
い
。
 

1
9
 
（
略
）
 

1
6
 
（
略
）
 

20
 
イ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市

町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
て
、
管
理

栄
養
士
が
介
護
職
員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利
用
者

ご
と
の
低
栄
養
状
態
の
リ
ス
ク
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
は

、
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き

50単
位
を
所
定

単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
の

算
定
に
係
る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該
栄
養

改
善
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
は
、
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
利
用
者
ご
と
に
、
管
理
栄
養
士
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
生

活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（
注
2
1
に
お
い
て
「
管
理
栄
養
士

等
」
と
い
う
。
）
が
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
、

当
該
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
説
明
し
、
相

談
等
に
必
要
に
応
じ
対
応
す
る
こ
と
。
 

⑶
・
⑷
 
（
略
）
 

17
 
イ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市

町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
て
、
管
理

栄
養
士
が
介
護
職
員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利
用
者

ご
と
の
低
栄
養
状
態
の
リ
ス
ク
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
は

、
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き

50
単
位
を
所
定

単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
の

算
定
に
係
る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該
栄
養

改
善
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
は
、
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
利
用
者
ご
と
に
、
管
理
栄
養
士
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
生

活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（
注
18
に
お
い
て
「
管
理
栄
養
士

等
」
と
い
う
。
）
が
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
、

当
該
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
説
明
し
、
相

談
等
に
必
要
に
応
じ
対
応
す
る
こ
と
。
 

⑶
・
⑷
 
（
略
）
 

21
～
2
4 

（
略
）
 

1
8
～
21 

（
略
）
 

25
 
ロ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
、
重
度
の
要
介
護
者
を

受
け
入
れ
る
体
制
を
構
築
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
重
度
者
ケ
ア
体
制
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き

1
50
単

位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

 

26
～
2
9 

（
略
）
 

22
～
25 

（
略
）
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ニ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介
護
事
業
所
が
利
用
者
に
対
し
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行

っ
た
場
合
又
は
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町

村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定

療
養
通
所
介
護
事
業
所
が
利
用
者
に
対
し
指
定
療
養
通
所
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
イ
に
つ
い
て
は
１
回

に
つ
き
、
ロ
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
ハ
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き

、
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ

の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。

 

ハ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介
護
事
業
所
が
利
用
者
に
対
し
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行

っ
た
場
合
又
は
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

も
の
と
し
て
市
町
村
長
に
届
け
出
た
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
が
利

用
者
に
対
し
指
定
療
養
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲

げ
る
区
分
に
従
い
、
イ
に
つ
い
て
は
１
回
に
つ
き
、
ロ
に
つ
い
て
は
１

月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
ハ
を
算
定
し
て
い
る
場
合

 

㈠
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅲ
)イ

 
 
 
 
 
 
 
12
単
位
 

㈡
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

(Ⅲ
)ロ

 
 
 
 
 
 
 
６
単
位
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

ホ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31
日
ま
で
の
間
、
次

に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
5
9に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

ニ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
次

に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
59に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
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単
位
数
の
1
00
0分

の
4
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
2
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

単
位
数
の
1
000分

の
43に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
23に

相
当
す
る
単
位
数
 

ヘ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な

い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
10
に
相
当
す
る
単
位
数
 

ホ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な

い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
10
に
相
当
す
る
単
位
数
 

ト
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

11に
相
当
す
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

ヘ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

11に
相
当
す
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

３
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
 

３
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
 

イ
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

(Ⅰ
) 

⑴
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

(ⅰ
) 

㈠
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5
43
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 597
単
位
 

イ
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

(Ⅰ
) 

⑴
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

(ⅰ
) 

㈠
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 542単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 596単
位
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ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6
53
単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7
08
単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7
62
単
位
 

㈡
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5
69
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6
26
単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6
84
単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7
41
単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7
99
単
位
 

㈢
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8
58
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9
50
単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,040

単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,132

単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,225

単
位
 

㈣
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8
80
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9
74
単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,066

単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,161

単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,256

単
位
 

㈤
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9
94
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,102

単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,210

単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,319

単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,427

単
位
 

㈥
 
所
要
時
間
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,026

単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,137

単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,248

単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 652単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 707単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 761単
位
 

㈡
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 568単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 625単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 683単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 740単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 797単
位
 

㈢
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 856単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 948単

位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,038単

位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,130単

位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,223単

位
 

㈣
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 878単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 972単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,064単

位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,159単

位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,254単

位
 

㈤
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 992単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,100単

位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,208単

位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,316単

位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,424単

位
 

㈥
 
所
要
時
間
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,024単

位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,135単

位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,246単

位
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ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,362

単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,4

72
単
位
 

⑵
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

(ⅱ
) 

㈠
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4
91
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5
41
単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5
89
単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6
39
単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6
88
単
位
 

㈡
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5
15
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 566
単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6
18
単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6
69
単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7
20
単
位
 

㈢
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7
71
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8
54
単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9
36
単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,016

単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,099

単
位
 

㈣
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7
90
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8
76
単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9
60
単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,042

単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,127

単
位
 

㈤
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8
94
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9
89
単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,086

単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,359単

位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,469単

位
 

⑵
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

(ⅱ
) 

㈠
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 490単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 540単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 588単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 638単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 687単
位
 

㈡
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 514単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 565単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 617単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 668単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 719単
位
 

㈢
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 769単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 852単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 934単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,014単

位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,097単

位
 

㈣
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 788単

位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 874単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 958単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,040単

位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,125単

位
 

㈤
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 892単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 987単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,084単

位
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ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,183

単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,278

単
位
 

㈥
 
所
要
時
間
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9
22
単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,020

単
位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,120

単
位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,221

単
位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,321

単
位
 

ロ
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

(Ⅱ
) 

⑴
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
67単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
77単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
86単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
95単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
05単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
79単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
90単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
99単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
09単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
319単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
45単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
60単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
77単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
93単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
1
0単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
57単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
72単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
89単

位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,181単

位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,276単

位
 

㈥
 
所
要
時
間
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 

ａ
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 920単
位
 

ｂ
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,018単

位
 

ｃ
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,118単

位
 

ｄ
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,219単

位
 

ｅ
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,318単

位
 

ロ
 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

(Ⅱ
) 

⑴
 
所
要
時
間
３
時
間
以
上
４
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
266単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
276単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
285単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
294単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
304単

位
 

⑵
 
所
要
時
間
４
時
間
以
上
５
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
278単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
289単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
298単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
308単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
318単

位
 

⑶
 
所
要
時
間
５
時
間
以
上
６
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
444単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
459単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
476単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
492単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
509単

位
 

⑷
 
所
要
時
間
６
時
間
以
上
７
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
456単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
471単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
488単

位
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㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
06単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
22単

位
 

⑸
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
23単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
542単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
60単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
78単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
98単

位
 

⑹
 
所
要
時
間
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
40単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
59単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
78単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
97単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
18単

位
 

注
１

 
（
略
）
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
505単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
521単

位
 

⑸
 
所
要
時
間
７
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
522単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
541単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
559単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
577単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
597単

位
 

⑹
 
所
要
時
間
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
558単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
577単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
596単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
617単

位
 

注
１

 
（
略
）
 

２
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

３
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

４
～
８
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

９
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
単
独
型
・

併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
共
用
型
指
定
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
外
部
と
の
連
携
に
よ
り

、
利
用
者
の
身
体
の
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
か
つ
、
個
別
機
能
訓

練
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い

、
⑴
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
当
該
個
別
機
能

訓
練
計
画
を
見
直
し
た
場
合
を
除
き
３
月
に
１
回
を
限
度
と
し
て
、

７
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
単
独
型
・

併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
共
用
型
指
定
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
外
部
と
の
連
携
に
よ
り

、
利
用
者
の
身
体
の
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
か
つ
、
個
別
機
能
訓

練
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い

、
⑴
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
当
該
個
別
機
能

訓
練
計
画
を
見
直
し
た
場
合
を
除
き
３
月
に
１
回
を
限
度
と
し
て
、
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１
月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数

を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の

加
算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
注

1
0
を
算
定
し
て
い
る
場
合
、
⑴
は

算
定
せ
ず
、
⑵
は
１
月
に
つ
き

10
0
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す

る
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

１
月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数

を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の

加
算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
注
８
を
算
定
し
て
い
る
場
合
、
⑴
は

算
定
せ
ず
、
⑵
は
１
月
に
つ
き

100
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す

る
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

1
0
～
1
2 

（
略
）
 

８
～
10 

（
略
）
 

1
3
 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
単
独
型
・
併
設

型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
て
、
管
理
栄
養
士
が

介
護
職
員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利
用
者
ご
と
の
低

栄
養
状
態
の
リ
ス
ク
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
い

う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
栄
養
ア

セ
ス
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き

5
0単

位
を
所
定
単
位
数
に

加
算
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
の
算
定
に
係

る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該
栄
養
改
善
サ
ー

ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
は
、
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
利
用
者
ご
と
に
、
管
理
栄
養
士
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
生

活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（
注
1
4
に
お
い
て
「
管
理
栄
養
士

等
」
と
い
う
。
）
が
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
、

当
該
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
説
明
し
、
相

談
等
に
必
要
に
応
じ
対
応
す
る
こ
と
。
 

⑶
・
⑷
 
（
略
）
 

11
 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
単
独
型
・
併
設

型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
て
、
管
理
栄
養
士
が

介
護
職
員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利
用
者
ご
と
の
低

栄
養
状
態
の
リ
ス
ク
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
い

う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
栄
養
ア

セ
ス
メ
ン
ト
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き

50単
位
を
所
定
単
位
数
に

加
算
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
の
算
定
に
係

る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該
栄
養
改
善
サ
ー

ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
は
、
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
利
用
者
ご
と
に
、
管
理
栄
養
士
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
生

活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
（
注
12
に
お
い
て
「
管
理
栄
養
士

等
」
と
い
う
。
）
が
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
、

当
該
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
説
明
し
、
相

談
等
に
必
要
に
応
じ
対
応
す
る
こ
と
。
 

⑶
・
⑷
 
（
略
）
 

1
4
～
2
0 

（
略
）
 

1
2
～
18 

（
略
）
 

ハ
 
（
略
）
 

ニ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

ハ
 
（
略
）
 

ニ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の
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賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
事
業
所
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は

、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31日

ま
で
の
間

、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
事
業
所
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
っ
た
場
合
は

、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
３
月
31日

ま
で
の
間

、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

 
ホ
・
ヘ
 
（
略
）
 

ホ
・
ヘ
 
（
略
）
 

４
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
 

４
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
 

イ
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,458単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,370単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,359単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,677単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,209単
位
 

⑵
 
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9
,423単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,849単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,144単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,233単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,516単
位
 

ロ
 
短
期
利
用
居
宅
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
572

単
位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
640

単
位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
709

単
位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
777

単
位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
843

単
位
 

イ
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,423単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15,318単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,283単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,593単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,117単
位
 

⑵
 
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9,391単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,802単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,076単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,158単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,433単
位
 

ロ
 
短
期
利
用
居
宅
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
570単

位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
638単

位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
707単

位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
774単

位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
840単

位
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注
１
・
２
 
（
略
）
 

３
 
ロ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ

た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
、
登
録
者
の
要
介
護
状
態

区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、

登
録
者
の
数
又
は
従
業
者
の
員
数
が
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
す
る
。
 

注
１
・
２
 
（
略
）
 

３
 
ロ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
に
届
け
出
た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ

た
場
合
に
、
登
録
者
の
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所

定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
登
録
者
の
数
又
は
従
業
者
の
員

数
が
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
別

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。
 

 

４
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
身

体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

 

５
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

 

６
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

 

７
～
1
2 

（
略
）
 

４
～
９
 
（
略
）
 

ハ
 
（
略
）
 

ニ
 
認
知
症
加
算
 

⑴
 
認
知
症
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
20単

位
 

⑵
 
認
知
症
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
90単

位
 

⑶
 
認
知
症
加
算

(Ⅲ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
60単

位
 

⑷
 
認
知
症
加
算

(Ⅳ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
60単

位
 

注
１

 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を

行
っ
た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
別
に

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
登
録
者
に
対
し
て
専
門
的
な
認
知
症
ケ
ア

ハ
 
（
略
）
 

ニ
 
認
知
症
加
算
 

⑴
 
認
知
症
加
算

(Ⅰ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
800単

位
 

⑵
 
認
知
症
加
算

(Ⅱ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500単

位
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
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を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
⑴
及
び
⑵

に
つ
い
て
１
月
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
⑴
、
⑵
又
は
⑶
の
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

、
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

２
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
登
録
者
に
対
し

て
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
⑶
及
び
⑷

に
つ
い
て
１
月
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

    注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
登
録
者
に
対
し
て

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
そ

れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

ホ
～
リ
 
（
略
）
 

ヌ
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算
 

注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る

区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 

 
1,200

単
位
 

⑵
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 8
00
単
位
 

ホ
～
リ
 
（
略
）
 

ヌ
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,000単

位
 

注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
の
質
を
継
続
的
に
管
理
し
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単

位
数
を
加
算
す
る
。
 

  （
新
設
）
 

（
新
設
）
 

ル
～
ワ
 
（
略
）
 

ル
～
ワ
 
（
略
）
 

カ
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従

い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1
00
単
位
 

⑵
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
0
単
位
 

（
新
設
）
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ヨ
 
（
略
）
 

カ
 
（
略
）
 

タ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場

合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31
日
ま
で

の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
1
02
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
7
4に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
4
1に

相
当
す
る
単
位
数
 

ヨ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場

合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
３
月

31
日
ま
で

の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
カ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
102に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
カ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
74に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
カ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
41に

相
当
す
る
単
位
数
 

レ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は

算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
15
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

タ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は

算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
カ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
15
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
カ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

266



 
 

  

ソ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
17
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

レ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
イ
か
ら
カ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000

分
の

17
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

５
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
 

５
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
 

イ
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
65単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
01単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
24単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
41単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
59単

位
 

⑵
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
53単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
88単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
12単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
28単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
45単

位
 

ロ
 
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
93単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
29単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
54単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
70単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
87単

位
 

⑵
 
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
81単

位
 

イ
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
764単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
800単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
823単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
840単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
858単

位
 

⑵
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
752単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
787単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
811単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
827単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
844単

位
 

ロ
 
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
792単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82
8単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
853単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
869単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
886単

位
 

⑵
 
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
780単

位
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㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
17単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
41単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
58単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
74単

位
 

注
１

 
（
略
）
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
816単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
840単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
857単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
873単

位
 

注
１

 
（
略
）
 

２
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
身

体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
と
し
て
、
イ
に
つ
い
て
は
所
定
単
位
数
の

1
0
0
分
の

10
に
相
当
す
る
単
位
数
を
、
ロ
に
つ
い
て
は
所
定
単
位
数

の
1
0
0
分
の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る

。
 

２
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な

い
場
合
は
、
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の

10に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

３
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

４
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
３
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

５
～
７
 
（
略
）
 

３
～
５
 
（
略
）
 

８
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
若
年
性
認
知
症
利
用

者
に
対
し
て
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合

は
、
若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ
き

120

単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
７
を
算
定
し
て
い

る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

６
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
若
年
性
認
知
症
利
用

者
に
対
し
て
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合

は
、
若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算
と
し
て
、
１
日
に
つ
き

120

単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
５
を
算
定
し
て
い

る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

９
・
1
0 

（
略
）
 

７
・
８
 
（
略
）
 

ハ
 
（
略
）
 

ハ
 
（
略
）
 

ニ
 
協
力
医
療
機
関
連
携
加
算

 

注
 
イ
に
つ
い
て
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い

て
、
協
力
医
療
機
関
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

105
条
第

（
新
設
）
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１
項
に
規
定
す
る
協
力
医
療
機
関
を
い
う
。
）
と
の
間
で
、
利
用
者
の

同
意
を
得
て
、
当
該
利
用
者
の
病
歴
等
の
情
報
を
共
有
す
る
会
議
を
定

期
的
に
開
催
し
て
い
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
１
月
に

つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
医

療
連
携
体
制
加
算
を
算
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
当
該
協
力
医
療
機
関
が
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

1
0
5
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
100単

位
 

⑵
 
⑴
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
0単

位
 

ホ
 
医
療
連
携
体
制
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
日
に

つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
医
療
連
携
体

制
加
算

(Ⅰ)イ
、

(Ⅰ
)ロ

又
は

(Ⅰ
)ハ

の
い
ず
れ
か
の
加
算
と
医
療
連
携
体
制

加
算

(Ⅱ
)を

同
時
に
算
定
す
る
場
合
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加

算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅰ
)イ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
7
単
位
 

⑵
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅰ
)ロ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
7
単
位
 

⑶
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅰ
)ハ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
7
単
位
 

⑷
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５
単
位
 

ニ
 
医
療
連
携
体
制
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
日
に

つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

  ⑴
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39
単
位
 

⑵
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49
単
位
 

⑶
 
医
療
連
携
体
制
加
算

(Ⅲ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59
単
位
 

（
新
設
）
 

ヘ
 
退
居
時
情
報
提
供
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
50単

位
 

注
 
イ
に
つ
い
て
、
利
用
者
が
退
居
し
、
医
療
機
関
に
入
院
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
医
療
機
関
に
対
し
て
、
当
該
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、

当
該
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
生
活
歴
等
の
情
報
を
提
供
し
た
上
で
、

当
該
利
用
者
の
紹
介
を
行
っ
た
場
合
に
、
利
用
者
１
人
に
つ
き
１
回
に

限
り
算
定
す
る
。
 

（
新
設
）
 

 

 
ト
 
（
略
）
 

ホ
 
（
略
）
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チ
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
 

注
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市

町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指

定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
が
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
者
に
対
し
専
門
的
な
認
知
症
ケ
ア
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基

準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を

加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い

る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
せ
ず
、
認

知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

に
掲
げ
る
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

ヘ
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
 

注
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市

町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指

定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
が
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
者
に
対
し
専
門
的
な
認
知
症
ケ
ア
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基

準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を

加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い

る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

  ⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

リ
 
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
加
算
 

注
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市

町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指

定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
が
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
者
に
対
し
認
知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
の
予
防
及
び
出
現
時
の

早
期
対
応
（
以
下
「
予
防
等
」
と
い
う
。
）
に
資
す
る
チ
ー
ム
ケ
ア
（

複
数
人
の
介
護
者
が
チ
ー
ム
を
組
み
、
利
用
者
の
情
報
を
共
有
し
た
上

で
介
護
に
係
る
課
題
を
抽
出
し
、
多
角
的
な
視
点
で
課
題
解
決
に
向
け

た
介
護
を
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加

算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
せ
ず
、
認
知

症
専
門
ケ
ア
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 1
50
単
位
 

⑵
 
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 1
20
単
位
 

（
新
設
）
 

ヌ
～
カ
 
（
略
）
 

ト
～
ル
 
（
略
）
 

ヨ
 
高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算
 

（
新
設
）
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注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い

、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

⑴
 
高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 

1
0
単
位
 

⑵
 
高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
５
単
位
 

 

タ
 
新
興
感
染
症
等
施
設
療
養
費
（
１
日
に
つ
き
）
 
 
 
 
 
 
240単

位
 

注
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
が
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
に
相
談
対
応
、
診
療

、
入
院
調
整
等
を
行
う
医
療
機
関
を
確
保
し
、
か
つ
、
当
該
感
染
症
に

感
染
し
た
利
用
者
に
対
し
、
適
切
な
感
染
対
策
を
行
っ
た
上
で
、
指
定

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
月
に
１
回
、
連

続
す
る
５
日
を
限
度
と
し
て
算
定
す
る
。
 

（
新
設
）
 

レ
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分

に
従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1
00
単
位
 

⑵
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
0
単
位
 

（
新
設
）
 

ソ
 
（
略
）
 

ヲ
 
（
略
）
 

ツ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

ワ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
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様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業

所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ソ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
1
11
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ソ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
8
1に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ソ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
4
5に

相
当
す
る
単
位
数
 

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業

所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
３
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
111に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
81に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
45に

相
当
す
る
単
位
数
 

ネ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行

っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加

算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ソ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
31
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ソ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
23
に
相
当
す
る
単
位
数
 

カ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行

っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加

算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
31
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
23
に
相
当
す
る
単
位
数
 

ナ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事

ヨ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
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業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行

っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ソ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000

分
の

23
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行

っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

23
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

６
 
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
 

６
 
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
 

イ
 
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
546

単
位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
614

単
位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
685

単
位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
750

単
位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
820

単
位
 

ロ
 
短
期
利
用
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き

）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
546

単
位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
614

単
位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
685

単
位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
750

単
位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
820

単
位
 

注
１
・
２
 
（
略
）
 

イ
 
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
542単

位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
609単

位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
679単

位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
744単

位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
813単

位
 

ロ
 
短
期
利
用
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き

）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
542単

位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
609単

位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
679単

位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
744単

位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
813単

位
 

注
１
・
２
 
（
略
）
 

３
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
身

体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
と
し
て
、
イ
に
つ
い
て
は
所
定
単
位
数
の

1
0
0
分
の

10
に
相
当
す
る
単
位
数
を
、
ロ
に
つ
い
て
は
所
定
単
位
数

の
1
0
0
分
の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る

。
 

３
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な

い
場
合
は
、
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の

10に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

４
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

 

５
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
３
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

 

６
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

４
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
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い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定

単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
ル
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算

定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算

定
し
な
い
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定

単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
ト
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算

定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算

定
し
な
い
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

７
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
い
て
、
外
部
と
の
連
携
に
よ

り
、
利
用
者
の
身
体
の
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
か
つ
、
個
別
機
能

訓
練
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従

い
、
⑴
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
当
該
個
別
機

能
訓
練
計
画
を
見
直
し
た
場
合
を
除
き
３
月
に
１
回
を
限
度
と
し
て

、
１
月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
注
８
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、

⑴
は
算
定
せ
ず
、
⑵
は
１
月
に
つ
き

100
単
位
を
所
定
単
位
数
に
算

定
す
る
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

５
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行

っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
い
て
、
外
部
と
の
連
携
に
よ

り
、
利
用
者
の
身
体
の
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
か
つ
、
個
別
機
能

訓
練
計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従

い
、
⑴
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
当
該
個
別
機

能
訓
練
計
画
を
見
直
し
た
場
合
を
除
き
３
月
に
１
回
を
限
度
と
し
て

、
１
月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
注
６
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、

⑴
は
算
定
せ
ず
、
⑵
は
１
月
に
つ
き

100
単
位
を
所
定
単
位
数
に
算

定
す
る
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

８
・
９
（
略
）
 

６
・
７
 
（
略
）
 

10
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域

密
着
型
特
定
施
設
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
地
域
密
着

型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
施
設
基
準

８
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域

密
着
型
特
定
施
設
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
地
域
密
着

型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
、
夜
間
看
護
体
制
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に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定

単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を

算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は

算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
夜
間
看
護
体
制
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18
単
位
 

⑵
 
夜
間
看
護
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９
単
位
 

加
算
と
し
て
、
1日

に
つ
き

10単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
（
新
設
）
 

 
（
新
設
）
 

11
 
（
略
）
 

９
 
（
略
）
 

12
 
イ
に
つ
い
て
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
い
て
、
協
力
医

療
機
関
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

127
条
第
１
項
に
規

定
す
る
協
力
医
療
機
関
を
い
う
。
）
と
の
間
で
、
利
用
者
の
同
意
を

得
て
、
当
該
利
用
者
の
病
歴
等
の
情
報
を
共
有
す
る
会
議
を
定
期
的

に
開
催
し
て
い
る
場
合
は
、
協
力
医
療
機
関
連
携
加
算
と
し
て
、
次

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定

単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

10
 
イ
に
つ
い
て
、
看
護
職
員
が
、
利
用
者
ご
と
に
健
康
の
状
況
を
継

続
的
に
記
録
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
の
同
意
を
得

て
、
協
力
医
療
機
関
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

127
条

第
１
項
に
規
定
す
る
協
力
医
療
機
関
を
い
う
。
）
又
は
当
該
利
用
者

の
主
治
の
医
師
に
対
し
て
、
当
該
利
用
者
の
健
康
の
状
況
に
つ
い
て

月
に
１
回
以
上
情
報
を
提
供
し
た
場
合
は
、
医
療
機
関
連
携
加
算
と

し
て
、
１
月
に
つ
き

80単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

 

⑴
 
当
該
協
力
医
療
機
関
が
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

12
7
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
00
単
位
 

⑵
 
⑴
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40
単
位
 

（
新
設
）
 

  

（
新
設
）
 

13
・
1
4 

（
略
）
 

1
1
・
12 

（
略
）
 

ハ
・
ニ
 
（
略
）
 

ハ
・
ニ
 
（
略
）
 

ホ
 
退
居
時
情
報
提
供
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
250単

位
 

注
 
イ
に
つ
い
て
、
利
用
者
が
退
居
し
、
医
療
機
関
に
入
院
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
医
療
機
関
に
対
し
て
、
当
該
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、

当
該
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
生
活
歴
等
の
情
報
を
提
供
し
た
上
で
、

当
該
利
用
者
の
紹
介
を
行
っ
た
場
合
に
、
利
用
者
１
人
に
つ
き
１
回
に

限
り
算
定
す
る
。
 

（
新
設
）
 

 
ヘ
・
ト
 
（
略
）
 

ホ
・
ヘ
 
（
略
）
 

チ
 
高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

（
新
設
）
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、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型

特
定
施
設
が
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１

月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

⑴
 
高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 

1
0
単
位
 

⑵
 
高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
５
単
位
 

リ
 
新
興
感
染
症
等
施
設
療
養
費
（
１
日
に
つ
き
）
 
 
 
 
 
 
2
40単

位
 

注
 
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
が
、
利
用
者
が
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
に
相
談
対
応
、
診
療
、
入
院
調
整
等

を
行
う
医
療
機
関
を
確
保
し
、
か
つ
、
当
該
感
染
症
に
感
染
し
た
利
用

者
に
対
し
、
適
切
な
感
染
対
策
を
行
っ
た
上
で
、
指
定
地
域
密
着
型
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
月
に
１
回
、
連
続
す

る
５
日
を
限
度
と
し
て
算
定
す
る
。
 

（
新
設
）
 

ヌ
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型

特
定
施
設
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従

い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1
00
単
位
 

⑵
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
0
単
位
 

（
新
設
）
 

ル
 
（
略
）
 

ト
 
（
略
）
 

ヲ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
が
、
利
用
者

に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場

チ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
が
、
利
用
者

に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
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合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31
日
ま
で

の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
8
2に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
6
0に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
3
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
３
月

31
日
ま
で

の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
82に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
60に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
33に

相
当
す
る
単
位
数
 

ワ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
が
、
利
用

者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は

算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
18
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

リ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
が
、
利
用

者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は

算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
18
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

カ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
が
、
利
用

者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
15
に

ヌ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
が
、
利
用

者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
イ
か
ら
ト
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1000

分
の

15
に
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相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

７
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
 

７
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
 

イ
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
 

⑴
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

(Ⅰ
)（

１
日
に

つ
き
）
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
00単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
71単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
45単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
17単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
87単

位
 

⑵
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

(Ⅱ
)（

１
日
に

つ
き
）
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
00単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
71単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
45単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
17単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
87単

位
 

ロ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
 

⑴
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

（
１
日
に
つ
き
）
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
82単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
53単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
28単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
01単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
71単

位
 

⑵
 
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活

介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
82単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
53単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
28単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
01単

位
 

イ
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
 

⑴
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

(Ⅰ
)（

１
日
に

つ
き
）
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
582単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
651単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
722単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
792単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
860単

位
 

⑵
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

(Ⅱ
)（

１
日
に

つ
き
）
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
582単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
651単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
722単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
792単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
860単

位
 

ロ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
 

⑴
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

（
１
日
に
つ
き
）
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
661単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
730単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
803単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
874単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
942単

位
 

⑵
 
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活

介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
661単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
730単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
803単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
874単

位
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㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
71単

位
 

ハ
 
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
（
１
日

に
つ
き
）
 

⑴
 
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
97単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
65単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
37単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
05単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
72単

位
 

⑵
 
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
97単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
65単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
37単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
05単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
72単

位
 

ニ
 
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）

 

⑴
 
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
費

(Ⅰ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
71単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
38単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
13単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
82単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,048単

位
 

⑵
 
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
費

(Ⅱ
) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
71単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
38単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
13単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
82単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
,048単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
942単

位
 

ハ
 
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
（
１
日

に
つ
き
）
 

⑴
 
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

(Ⅰ) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
676単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
742単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
812単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
878単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
943単

位
 

⑵
 
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

(Ⅱ) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
676単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
742単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
812単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
878単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
943単

位
 

ニ
 
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）

 

⑴
 
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
費

(Ⅰ) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
748単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
813単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
885単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95
2単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,016単
位
 

⑵
 
経
過
的
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
費

(Ⅱ) 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
748単

位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
813単

位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
885単

位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
952単

位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,016単
位
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注
１
～
５
 
（
略
）
 

注
１
～
５
 
（
略
）
 

６
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

７
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
３
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

８
～
1
2 

（
略
）
 

６
～
10 

（
略
）
 

1
3
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
外
部
と
の
連
携
に
よ
り
、

入
所
者
の
身
体
の
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
か
つ
、
個
別
機
能
訓
練

計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、

⑴
に
つ
い
て
は
、
入
所
者
の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
当
該
個
別
機
能
訓

練
計
画
を
見
直
し
た
場
合
を
除
き
３
月
に
１
回
を
限
度
と
し
て
、
１

月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加

算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加

算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
注
1
4
を
算
定
し
て
い
る
場
合
、
⑴
は
算

定
せ
ず
、
⑵
は
１
月
に
つ
き

1
00
単
位
を
所
定
単
位
数
に
算
定
す
る

。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

11
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
外
部
と
の
連
携
に
よ
り
、

入
所
者
の
身
体
の
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
か
つ
、
個
別
機
能
訓
練

計
画
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、

⑴
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
当
該
個
別
機
能
訓

練
計
画
を
見
直
し
た
場
合
を
除
き
３
月
に
１
回
を
限
度
と
し
て
、
１

月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加

算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加

算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
注
12
を
算
定
し
て
い
る
場
合
、
⑴
は
算

定
せ
ず
、
⑵
は
１
月
に
つ
き

100
単
位
を
所
定
単
位
数
に
算
定
す
る

。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

1
4
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
入
所
者
に
対
し
て
、
機
能
訓
練

指
導
員
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の

者
が
共
同
し
て
、
入
所
者
ご
と
に
個
別
機
能
訓
練
計
画
を
作
成
し
、

当
該
計
画
に
基
づ
き
、
計
画
的
に
機
能
訓
練
を
行
っ
て
い
る
場
合
は

、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
⑴
に
つ
い
て
は
１
日
に
つ
き

12
 
専
ら
機
能
訓
練
指
導
員
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
理
学
療
法
士

等
を
１
名
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
に
お
い
て
、
入
所
者
に
対
し
て
、
機
能
訓
練
指
導
員
、
看
護
職
員

、
介
護
職
員
、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
、
入

所
者
ご
と
に
個
別
機
能
訓
練
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
に
基
づ
き

、
計
画
的
に
機
能
訓
練
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
個
別
機
能
訓
練
加
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、
⑵
及
び
⑶
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

算
(Ⅰ

)と
し
て
、
１
日
に
つ
き
12単

位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

ま
た
、
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅰ
)を

算
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
個
別
機
能
訓
練
計
画
の
内
容
等
の
情
報
を
厚
生
労
働
省
に
提

出
し
、
機
能
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
当
該
情
報
そ
の
他
機
能
訓

練
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
活
用
し
た
場

合
は
、
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅱ
)と

し
て
、
１
月
に
つ
き
20単

位
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

⑴
 
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12
単
位
 

⑵
 
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
単
位
 

⑶
 
個
別
機
能
訓
練
加
算

(Ⅲ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20
単
位
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

1
5
～
1
8 

（
略
）
 

13
～
16 

（
略
）
 

19
 
入
所
者
の
う
ち
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
、
知
的
障
害

者
又
は
精
神
障
害
者
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
入
所
者
の
占
め
る
割
合
が
10
0分

の
30
以
上
で
あ
る
指
定
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
視
覚
障
害
者
等
に
対
す
る
生

活
支
援
に
関
し
専
門
性
を
有
す
る
者
と
し
て
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
者
（
以
下
「
障
害
者
生
活
支
援
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て

専
ら
障
害
者
生
活
支
援
員
と
し
て
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員

で
あ
る
も
の
を
１
名
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
生
活
支
援
体
制
加
算

(Ⅰ
)と

し
て

、
１
日
に
つ
き
2
6単

位
を
、
入
所
者
の
う
ち
、
視
覚
障
害
者
等
で
あ

る
入
所
者
の
占
め
る
割
合
が
10
0分

の
50
以
上
で
あ
る
指
定
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
障
害
者
生
活
支
援
員
で
あ
っ

て
専
ら
障
害
者
生
活
支
援
員
と
し
て
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職

員
で
あ
る
も
の
を
２
名
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健

局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
生
活
支
援
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

17
 
入
所
者
の
う
ち
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
、
知
的
障
害

者
又
は
精
神
障
害
者
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
入
所
者
の
占
め
る
割
合
が

100
分
の

30
以
上
で
あ
る
指
定
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
視
覚
障
害
者
等
に
対
す
る
生

活
支
援
に
関
し
専
門
性
を
有
す
る
者
と
し
て
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
者
（
以
下
「
障
害
者
生
活
支
援
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て

専
ら
障
害
者
生
活
支
援
員
と
し
て
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員

で
あ
る
も
の
を
１
名
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
生
活
支
援
体
制
加
算

(Ⅰ
)と

し
て

、
１
日
に
つ
き
26
単
位
を
、
入
所
者
の
う
ち
、
視
覚
障
害
者
等
で
あ

る
入
所
者
の
占
め
る
割
合
が

100
分
の

50
以
上
で
あ
る
指
定
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
障
害
者
生
活
支
援
員
で
あ
っ

て
専
ら
障
害
者
生
活
支
援
員
と
し
て
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職

員
で
あ
る
も
の
を
２
名
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長

に
届
け
出
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、

障
害
者
生
活
支
援
体
制
加
算

(Ⅱ
)と

し
て
、
１
日
に
つ
き
41
単
位
を
所

定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
障
害
者
生
活
支
援
体
制
加
算

(Ⅰ
)
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と
し
て
、
１
日
に
つ
き
4
1
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ

し
、
障
害
者
生
活
支
援
体
制
加
算

(Ⅰ
)を

算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
障

害
者
生
活
支
援
体
制
加
算

(Ⅱ
)は

算
定
し
な
い
。
 

を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
障
害
者
生
活
支
援
体
制
加
算

(Ⅱ
)は

算
定

し
な
い
。
 

20
 
（
略
）
 

18
 
（
略
）
 

21
 
入
所
者
に
対
し
て
居
宅
に
お
け
る
外
泊
を
認
め
、
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
は
、
１

月
に
６
日
を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
に
代
え
て
１
日
に
つ
き

560

単
位
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
外
泊
の
初
日
及
び
最
終
日
は
算
定
せ

ず
、
注
20
に
掲
げ
る
単
位
を
算
定
す
る
場
合
は
算
定
し
な
い
。
 

19
 
入
所
者
に
対
し
て
居
宅
に
お
け
る
外
泊
を
認
め
、
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
は
、
１

月
に
６
日
を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
に
代
え
て
１
日
に
つ
き

560

単
位
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
外
泊
の
初
日
及
び
最
終
日
は
算
定
せ

ず
、
注
18
に
掲
げ
る
単
位
を
算
定
す
る
場
合
は
算
定
し
な
い
。
 

22
・
2
3 

（
略
）
 

20
・
21 

（
略
）
 

ホ
 
（
略
）
 

ホ
 
（
略
）
 

ヘ
 
退
所
時
栄
養
情
報
連
携
加
算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
0単

位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
を
必
要
と
す
る
入
所
者
又
は

低
栄
養
状
態
に
あ
る
と
医
師
が
判
断
し
た
入
所
者
が
、
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
か
ら
退
所
す
る
際
に
、
そ
の
居
宅
に
退
所
す
る

場
合
は
当
該
入
所
者
の
主
治
の
医
師
の
属
す
る
病
院
又
は
診
療
所
及
び

介
護
支
援
専
門
員
に
対
し
て
、
病
院
、
診
療
所
又
は
他
の
介
護
保
険
施

設
（
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
「
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
入
院
又

は
入
所
す
る
場
合
は
当
該
医
療
機
関
等
に
対
し
て
、
当
該
入
所
者
の
同

意
を
得
て
、
管
理
栄
養
士
が
当
該
入
所
者
の
栄
養
管
理
に
関
す
る
情
報

を
提
供
し
た
と
き
は
、
１
月
に
つ
き
１
回
を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数

を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注
８
又
は
栄
養
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
強
化
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

（
新
設
）
 

ト
 
再
入
所
時
栄
養
連
携
加
算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200単

位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
が
退
所
し
、
当
該
者
が
病
院

又
は
診
療
所
に
入
院
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
者
が
退
院
し
た
後
に

再
度
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
際
、
当

該
者
が
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
等
を
必
要
と
す
る
者
で

あ
り
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
管
理
栄
養
士
が

ヘ
 
再
入
所
時
栄
養
連
携
加
算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
200単

位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
（
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
「
一
次
入
所
」

と
い
う
。
）
し
て
い
る
者
が
退
所
し
、
当
該
者
が
病
院
又
は
診
療
所
に

入
院
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
者
が
退
院
し
た
後
に
再
度
当
該
指
定

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
（
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
「

二
次
入
所
」
と
い
う
。
）
す
る
際
、
二
次
入
所
に
お
い
て
必
要
と
な
る
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当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
栄
養
士
と
連
携
し
当
該
者
に
関
す
る
栄

養
ケ
ア
計
画
を
策
定
し
た
と
き
に
、
入
所
者
１
人
に
つ
き
１
回
を
限
度

と
し
て
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注
８

を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

栄
養
管
理
が
、
一
次
入
所
の
際
に
必
要
と
し
て
い
た
栄
養
管
理
と
は
大

き
く
異
な
る
た
め
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
管

理
栄
養
士
が
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
栄
養
士
と
連
携
し
当
該
者

に
関
す
る
栄
養
ケ
ア
計
画
を
策
定
し
た
場
合
に
、
入
所
者
１
人
に
つ
き

１
回
を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ニ

ま
で
の
注
６
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

チ
 
退
所
時
等
相
談
援
助
加
算

 

⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

⑸
 
退
所
時
情
報
提
供
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
250

単
位
 

ト
 
退
所
時
等
相
談
援
助
加
算

 

⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

注
１
～
４
 
（
略
）
 

注
１
～
４
 
（
略
）
 

５
 
⑸
に
つ
い
て
は
、
入
所
者
が
退
所
し
、
医
療
機
関
に
入
院
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
医
療
機
関
に
対
し
て
、
当
該
入
所
者
の
同
意
を

得
て
、
当
該
入
所
者
の
心
身
の
状
況
、
生
活
歴
等
の
情
報
を
提
供
し

た
上
で
、
当
該
入
所
者
の
紹
介
を
行
っ
た
場
合
に
、
入
所
者
１
人
に

つ
き
１
回
に
限
り
算
定
す
る
。

 

（
新
設
）
 

リ
 
協
力
医
療
機
関
連
携
加
算

 

注
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
協
力
医
療
機
関

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

1
52
条
第
１
項
本
文
（
指
定
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

16
9
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
規
定
す
る
協
力
医
療
機
関
を
い
う
。
）
と
の
間
で
、
入
所
者
の

同
意
を
得
て
、
当
該
入
所
者
の
病
歴
等
の
情
報
を
共
有
す
る
会
議
を
定

期
的
に
開
催
し
て
い
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
１
月
に

つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

⑴
 
当
該
協
力
医
療
機
関
が
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

1
5
2
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
0単

位
 

⑵
 
⑴
以
外
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５
単
位
 

（
新
設
）
 

ヌ
 
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
強
化
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11単
位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護

チ
 
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
強
化
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11単
位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
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老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
入
所
者
ご
と
の
継
続
的
な
栄
養
管
理
を
強

化
し
て
実
施
し
た
場
合
、
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
強
化
加
算
と
し
て
、
１

日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

８
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
入
所
者
ご
と
の
継
続
的
な
栄
養
管
理
を
強

化
し
て
実
施
し
た
場
合
、
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
強
化
加
算
と
し
て
、
１

日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

６
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

ル
 
経
口
移
行
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28単
位
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
医
師

、
歯
科
医
師
、
管
理
栄
養
士
、
看
護
師
、
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他

の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
、
現
に
経
管
に
よ
り
食
事
を
摂
取
し
て
い

る
入
所
者
ご
と
に
経
口
に
よ
る
食
事
の
摂
取
を
進
め
る
た
め
の
経
口

移
行
計
画
を
作
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
計
画
に
従
い
、

医
師
の
指
示
を
受
け
た
管
理
栄
養
士
又
は
栄
養
士
に
よ
る
栄
養
管
理

及
び
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職
員
に
よ
る
支
援
が
行
わ
れ
た
場
合
は

、
当
該
計
画
が
作
成
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
180日

以
内
の
期
間

に
限
り
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か

ら
ニ
ま
で
の
注
８
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

リ
 
経
口
移
行
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28単
位
 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
医
師

、
歯
科
医
師
、
管
理
栄
養
士
、
看
護
師
、
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他

の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
、
現
に
経
管
に
よ
り
食
事
を
摂
取
し
て
い

る
入
所
者
ご
と
に
経
口
に
よ
る
食
事
の
摂
取
を
進
め
る
た
め
の
経
口

移
行
計
画
を
作
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
計
画
に
従
い
、

医
師
の
指
示
を
受
け
た
管
理
栄
養
士
又
は
栄
養
士
に
よ
る
栄
養
管
理

及
び
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職
員
に
よ
る
支
援
が
行
わ
れ
た
場
合
は

、
当
該
計
画
が
作
成
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
180日

以
内
の
期
間

に
限
り
、
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か

ら
ニ
ま
で
の
注
６
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

ヲ
 
経
口
維
持
加
算
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

注
１
 
⑴
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
現
に
経

口
に
よ
り
食
事
を
摂
取
す
る
者
で
あ
っ
て
、
摂
食
機
能
障
害
を
有

し
、
誤
嚥 え

んが
認
め
ら
れ
る
入
所
者
に
対
し
て
、
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
指
示
に
基
づ
き
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
管
理
栄
養
士
、
看
護

師
、
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
、
入
所

者
の
栄
養
管
理
を
す
る
た
め
の
食
事
の
観
察
及
び
会
議
等
を
行
い

、
入
所
者
ご
と
に
、
経
口
に
よ
る
継
続
的
な
食
事
の
摂
取
を
進
め

る
た
め
の
経
口
維
持
計
画
を
作
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
計
画
に
従
い
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
（
歯
科
医
師
が
指

示
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
示
を
受
け
る
管
理
栄
養
士

等
が
医
師
の
指
導
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
を
受
け
た
管

ヌ
 
経
口
維
持
加
算
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

注
１

 
⑴
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
現
に
経

口
に
よ
り
食
事
を
摂
取
す
る
者
で
あ
っ
て
、
摂
食
機
能
障
害
を
有

し
、
誤
嚥 え

んが
認
め
ら
れ
る
入
所
者
に
対
し
て
、
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
指
示
に
基
づ
き
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
管
理
栄
養
士
、
看
護

師
、
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
、
入
所

者
の
栄
養
管
理
を
す
る
た
め
の
食
事
の
観
察
及
び
会
議
等
を
行
い

、
入
所
者
ご
と
に
、
経
口
に
よ
る
継
続
的
な
食
事
の
摂
取
を
進
め

る
た
め
の
経
口
維
持
計
画
を
作
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
計
画
に
従
い
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
（
歯
科
医
師
が
指

示
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
示
を
受
け
る
管
理
栄
養
士

等
が
医
師
の
指
導
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
を
受
け
た
管
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理
栄
養
士
又
は
栄
養
士
が
、
栄
養
管
理
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
月

に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
の

注
８
又
は
経
口
移
行
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
算
定
し
な
い

。
 

２
 
（
略
）
 

理
栄
養
士
又
は
栄
養
士
が
、
栄
養
管
理
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
月

に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
の

注
６
又
は
経
口
移
行
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
算
定
し
な
い

。
 

２
 
（
略
）
 

ワ
・
カ
 
（
略
）
 

ル
・
ヲ
 
（
略
）
 

ヨ
 
特
別
通
院
送
迎
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
594単

位
 

注
 
透
析
を
要
す
る
入
所
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
家
族
や
病
院
等
に
よ
る
送

迎
が
困
難
で
あ
る
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
１

月
に
1
2回

以
上
、
通
院
の
た
め
送
迎
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

タ
 
配
置
医
師
緊
急
時
対
応
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と

し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
配
置
医
師
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

131

条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
医
師
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
求
め
に
応

じ
、
配
置
医
師
の
通
常
の
勤
務
時
間
外
（
配
置
医
師
と
当
該
指
定
介
護

老
人
福
祉
施
設
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
配
置
医
師
が
当
該
指

定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
勤
務
す
る
時
間
以
外
の

時
間
を
い
い
、
早
朝
（
午
前
６
時
か
ら
午
前
８
時
ま
で
の
時
間
を
い
う

。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
夜
間
（
午
後
６
時
か
ら
午
後

10

時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
深
夜

（
午
後
1
0
時
か
ら
午
前
６
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
早
朝
、

夜
間
又
は
深
夜
に
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
訪
問

し
て
入
所
者
に
対
し
診
療
を
行
い
、
か
つ
、
診
療
を
行
っ
た
理
由
を
記

録
し
た
場
合
は
、
診
療
が
行
わ
れ
た
時
間
が
配
置
医
師
の
通
常
の
勤
務

時
間
外
の
場
合
は
１
回
に
つ
き

3
25
単
位
、
早
朝
又
は
夜
間
の
場
合
は

ワ
 
配
置
医
師
緊
急
時
対
応
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と

し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に

対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
配
置
医
師
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

131

条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
医
師
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
求
め
に
応

じ
、
早
朝
（
午
前
６
時
か
ら
午
前
８
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
こ

の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
夜
間
（
午
後
６
時
か
ら
午
後
10
時
ま
で
の

時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
深
夜
（
午
後

10

時
か
ら
午
前
６
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
訪
問
し
て
入
所

者
に
対
し
診
療
を
行
い
、
か
つ
、
診
療
を
行
っ
た
理
由
を
記
録
し
た
場

合
は
、
診
療
が
行
わ
れ
た
時
間
が
早
朝
又
は
夜
間
の
場
合
は
１
回
に
つ

き
650単

位
、
深
夜
の
場
合
は
１
回
に
つ
き

1,300単
位
を
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
看
護
体
制
加
算

(Ⅱ
)を

算
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
算
定
し
な

い
。
 

285



 
 

  

１
回
に
つ
き

65
0単

位
、
深
夜
の
場
合
は
１
回
に
つ
き

1,300単
位
を
加

算
す
る
。
た
だ
し
、
看
護
体
制
加
算

(Ⅱ
)を

算
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、

算
定
し
な
い
。
 

レ
～
ネ
 
（
略
）
 

ナ
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
し
専

門
的
な
認
知
症
ケ
ア
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に

従
い
、
１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し

、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
せ
ず
、
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推

進
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
加
算
は
算

定
し
な
い
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

カ
～
レ
 
（
略
）
 

ソ
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
し
専

門
的
な
認
知
症
ケ
ア
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に

従
い
、
１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し

、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は

、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

  

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

ラ
 
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
し
認

知
症
の
行
動
・
心
理
症
状
の
予
防
等
に
資
す
る
チ
ー
ム
ケ
ア
（
複
数
人

の
介
護
者
が
チ
ー
ム
を
組
み
、
入
所
者
の
情
報
を
共
有
し
た
上
で
介
護

に
係
る
課
題
を
抽
出
し
、
多
角
的
な
視
点
で
課
題
解
決
に
向
け
た
介
護

を
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
せ
ず
、
認
知
症
専
門

ケ
ア
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
加
算
は

算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 1
50
単
位
 

（
新
設
）
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⑵
 
認
知
症
チ
ー
ム
ケ
ア
推
進
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 1
20
単
位
 

 
ム
～
ヰ
 
（
略
）
 

ツ
～
ナ
 
（
略
）
 

ノ
 
自
立
支
援
促
進
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
280単

位
 

注
 
（
略
）
 

ラ
 
自
立
支
援
促
進
加
算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300単

位
 

注
 
（
略
）
 

オ
・
ク
 
（
略
）
 

ム
・
ウ
 
（
略
）
 

ヤ
 
高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
入
所
者
に
対
し
て
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に

加
算
す
る
。
 

⑴
 
高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 

10
単
位
 

⑵
 
高
齢
者
施
設
等
感
染
対
策
向
上
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
５
単
位
 

（
新
設
）
 

マ
 
新
興
感
染
症
等
施
設
療
養
費
（
１
日
に
つ
き
）
 
 
 
 
 
 
2
40単

位
 

注
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
入
所
者
が
別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
に
相
談
対
応
、
診
療
、
入

院
調
整
等
を
行
う
医
療
機
関
を
確
保
し
、
か
つ
、
当
該
感
染
症
に
感
染

し
た
入
所
者
に
対
し
、
適
切
な
感
染
対
策
を
行
っ
た
上
で
、
指
定
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
、
１

月
に
１
回
、
連
続
す
る
５
日
を
限
度
と
し
て
算
定
す
る
。
 

（
新
設
）
 

ケ
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
入
所
者
に
対
し
て
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加

算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る

（
新
設
）
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場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 100

単
位
 

⑵
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
0
単
位
 

フ
 
（
略
）
 

ヰ
 
（
略
）
 

コ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が

、
入
所
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生

活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和

６
年
５
月
3
1
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加

算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
フ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
8
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
フ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
6
0に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
フ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
3
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

ノ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が

、
入
所
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生

活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和

６
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加

算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ヰ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
83に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ヰ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
60に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ヰ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
33に

相
当
す
る
単
位
数
 

エ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

が
、
入
所
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次

に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
フ
ま
で
に
よ
り
算

オ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

が
、
入
所
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次

に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ヰ
ま
で
に
よ
り
算
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定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
27
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
フ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
23
に
相
当
す
る
単
位
数
 

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
27
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ヰ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
23
に
相
当
す
る
単
位
数
 

テ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

が
、
入
所
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
フ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位

数
の
1
000分

の
1
6に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

ク
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

が
、
入
所
者
に
対
し
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ヰ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位

数
の

1000分
の

16に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

８
 
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

８
 
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
 
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,447単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,415単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,481単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,766単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,408単
位
 

⑵
 
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,214単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,691単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,057単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,017単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,298単
位
 

ロ
 
短
期
利
用
居
宅
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
571

単
位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
638

単
位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
706

単
位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
773

単
位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
839

単
位
 

イ
 
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,438単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,403単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,464単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,747単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,386単
位
 

⑵
 
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
行
う
場
合
 

㈠
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,206単
位
 

㈡
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,680単
位
 

㈢
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,042単
位
 

㈣
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000単
位
 

㈤
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,278単
位
 

ロ
 
短
期
利
用
居
宅
介
護
費
（
１
日
に
つ
き
）
 

⑴
 
要
介
護
１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
570

単
位
 

⑵
 
要
介
護
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
637単

位
 

⑶
 
要
介
護
３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
705単

位
 

⑷
 
要
介
護
４
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
772単

位
 

⑸
 
要
介
護
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
838単

位
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注
１
～
３
 
（
略
）
 

注
１
～
３
 
（
略
）
 

４
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
身

体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

５
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

６
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

７
 
イ
に
つ
い
て
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

が
提
供
す
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

1
7
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
訪
問
サ

ー
ビ
ス
（
同
項
に
規
定
す
る
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
及
び
宿
泊

サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）

の
算
定
月
に
お
け
る
提
供
回
数
に
つ
い
て
、
週
平
均
１
回
に
満
た
な

い
場
合
又
は
登
録
者
（
短
期
利
用
居
宅
介
護
費
を
算
定
す
る
者
を
除

く
。
）
１
人
当
た
り
平
均
回
数
が
、
週
４
回
に
満
た
な
い
場
合
は
、

所
定
単
位
数
の
1
00分

の
7
0に

相
当
す
る
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

４
 
イ
に
つ
い
て
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

が
提
供
す
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

171
条
第
１
項
に
規
定
す
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
訪
問
サ

ー
ビ
ス
（
同
項
に
規
定
す
る
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
及
び
宿
泊

サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）

の
算
定
月
に
お
け
る
提
供
回
数
に
つ
い
て
、
登
録
者
（
短
期
利
用
居

宅
介
護
費
を
算
定
す
る
者
を
除
く
。
）
１
人
当
た
り
平
均
回
数
が
、

週
４
回
に
満
た
な
い
場
合
は
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の

70
に
相
当

す
る
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

８
 
イ
に
つ
い
て
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

171
条
第
８

項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
を
い
う
。
）
又
は
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
本
体
事
業
所
に
お
い
て
、
注

1
4
に
お

け
る
届
出
を
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
体
制
未
整

備
減
算
と
し
て
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
の

100
分
の

97
に
相
当

す
る
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

５
 
イ
に
つ
い
て
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

171
条
第
８
項
に

規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

を
い
う
。
）
又
は
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
の
本
体
事
業
所
に
お
い
て
、
注
11
に
お
け
る
届
出
を
し

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
体
制
未
整
備
減
算
と
し
て

、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
の

100
分
の

97
に
相
当
す
る
単
位
数
を

算
定
す
る
。
 

９
～
1
3 

（
略
）
 

６
～
10 

（
略
）
 

1
4
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

11
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
に
届
け
出
た
指
定
看
護
小
規
模
多
機
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り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を

行
っ
た
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
つ
い
て
は

、
訪
問
看
護
体
制
減
算
と
し
て
、
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
１
、

要
介
護
２
又
は
要
介
護
３
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き

925

単
位
を
、
要
介
護
４
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き

1
,850

単

位
を
、
要
介
護
５
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き

2,914
単
位

を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
訪
問
看
護
体
制
減
算
と
し
て

、
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
１
、
要
介
護
２
又
は
要
介
護
３
で
あ

る
者
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き

925
単
位
を
、
要
介
護
４
で
あ
る
者

に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き

1,850
単
位
を
、
要
介
護
５
で
あ
る
者
に

つ
い
て
は
１
月
に
つ
き

2
,914

単
位
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る

。
 

15
・
1
6 

（
略
）
 

12
・
13 

（
略
）
 

ハ
 
（
略
）
 

ニ
 
認
知
症
加
算
 

⑴
 
認
知
症
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9
20単

位
 

⑵
 
認
知
症
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
90単

位
 

⑶
 
認
知
症
加
算

(Ⅲ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7
60単

位
 

⑷
 
認
知
症
加
算

(Ⅳ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
60単

位
 

注
１

 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を

行
っ
た
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
登
録
者
に
対
し
て
専
門
的
な
認
知
症

ケ
ア
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
⑴
及

び
⑵
に
つ
い
て
１
月
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
⑴
、
⑵
又
は
⑶
の
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

２
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
登
録
者
に
対
し

て
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
⑶
及

び
⑷
に
つ
い
て
１
月
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

ハ
 
（
略
）
 

ニ
 
認
知
症
加
算
 

⑴
 
認
知
症
加
算

(Ⅰ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
800単

位
 

⑵
 
認
知
症
加
算

(Ⅱ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500単

位
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

        注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
登
録
者
に
対
し
て

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ

き
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

ホ
～
ヌ
 
（
略
）
 

ホ
～
ヌ
 
（
略
）
 

ル
 
退
院
時
共
同
指
導
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
600単

位
 

注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護

医
療
院
に
入
院
中
又
は
入
所
中
の
者
が
退
院
又
は
退
所
す
る
に
当
た
り

、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
保
健
師
、
看
護
師

ル
 
退
院
時
共
同
指
導
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
600単

位
 

注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護

医
療
院
に
入
院
中
又
は
入
所
中
の
者
が
退
院
又
は
退
所
す
る
に
当
た
り

、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
保
健
師
、
看
護
師
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又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
退
院
時
共

同
指
導
を
行
っ
た
後
、
当
該
者
の
退
院
又
は
退
所
後
、
当
該
者
に
対
す

る
初
回
の
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
（
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

177
条
第

1
0
号
に
規
定
す
る
看
護
サ

ー
ビ
ス
（
以
下
「
看
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該
退
院
又
は
退
所
に
つ
き
１
回
（
特
別
な

管
理
を
必
要
と
す
る
利
用
者
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
に

あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
２
回
）
に
限
り
、
所

定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
退
院
時
共

同
指
導
を
行
っ
た
後
、
当
該
者
の
退
院
又
は
退
所
後
、
当
該
者
に
対
す

る
初
回
の
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
（
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

177
条
第
９
号
に
規
定
す
る
看
護
サ

ー
ビ
ス
（
以
下
「
看
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該
退
院
又
は
退
所
に
つ
き
１
回
（
特
別
な

管
理
を
必
要
と
す
る
利
用
者
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
に

あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
２
回
）
に
限
り
、
所

定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

ヲ
 
緊
急
時
対
応
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
774単

位
 

注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
の
同
意
を

得
て
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
当
該
基
準
に
よ
り

24
時
間

連
絡
で
き
る
体
制
に
あ
っ
て
、
か
つ
、
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
な
い
緊
急
時
に
お
け
る
訪
問
及
び
計
画
的
に
宿
泊
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
な
い
緊
急
時
に
お
け
る
宿
泊
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
体
制
に

あ
る
場
合
（
訪
問
に
つ
い
て
は
、
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
に

限
る
。
）
に
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

ヲ
 
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
574単

位
 

注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
の
同
意
を

得
て
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
当
該
基
準
に
よ
り

24
時
間

連
絡
で
き
る
体
制
に
あ
っ
て
、
か
つ
、
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
な
い
緊
急
時
に
お
け
る
訪
問
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
体
制
に
あ

る
場
合
（
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
１
月

に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

 
ワ
 
（
略
）
 

ワ
 
（
略
）
 

カ
 
専
門
管
理
加
算
 

注
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市

町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指

定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
緩
和
ケ
ア
、

褥 じ
よ
く瘡 そ

うケ

ア
若
し
く
は
人
工
肛 こ

う門
ケ
ア
及
び
人
工
膀
胱

ぼ
う

こ
うケ

ア
に
係
る
専
門
の
研
修

を
受
け
た
看
護
師
又
は
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

20
3
号
）
第

37
条
の
２
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
指
定
研
修
機
関
に

お
い
て
行
わ
れ
る
研
修
（
以
下
「
特
定
行
為
研
修
」
と
い
う
。
）
を
修

了
し
た
看
護
師
が
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
実
施
に

（
新
設
）
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関
す
る
計
画
的
な
管
理
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
１
月
に
１
回
に
限
り
、

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
の
い
ず
れ
か
を
所
定

単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

イ
 
緩
和
ケ
ア
、

褥 じ
よ
く瘡 そ

う

ケ
ア
又
は
人
工
肛 こ

う

門
ケ
ア
及
び
人
工
膀
胱

ぼ
う

こ
うケ

ア
に
係
る
専
門
の
研
修
を
受
け
た
看
護
師
が
計
画
的
な
管
理
を
行
っ

た
場
合
（
悪
性
腫
瘍
の
鎮
痛
療
法
若
し
く
は
化
学
療
法
を
行
っ
て
い

る
利
用
者
、
真
皮
を
越
え
る

褥 じ
よ
く瘡 そ

う

の
状
態
に
あ
る
利
用
者
（
重
点

的
な

褥 じ
ょ
く瘡 そ

う

管
理
を
行
う
必
要
が
認
め
ら
れ
る
利
用
者
（
在
宅
で
の

療
養
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
真
皮
ま
で
の
状

態
の
利
用
者
）
又
は
人
工
肛 こ

う門
若
し
く
は
人
工
膀
胱

ぼ
う

こ
うを

造
設
し
て
い

る
者
で
管
理
が
困
難
な
利
用
者
に
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
50単

位
 

ロ
 
特
定
行
為
研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
が
計
画
的
な
管
理
を
行
っ
た

場
合
（
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成

20
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

59

号
）
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
医
科
診
療
報
酬
点

数
表
」
と
い
う
。
）
の
区
分
番
号
Ｃ

007
の
注
３
に
規
定
す
る
手
順

書
加
算
を
算
定
す
る
利
用
者
に
対
し
て
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2
50
単
位
 

ヨ
 
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,500単

位
 

注
 
（
略
）
 

カ
 
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,000単

位
 

注
 
（
略
）
 

タ
 
遠
隔
死
亡
診
断
補
助
加
算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
50単

位
 

注
 
イ
に
つ
い
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市

町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指

定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
情
報
通
信
機
器
を
用
い

た
在
宅
で
の
看
取
り
に
係
る
研
修
を
受
け
た
看
護
師
が
、
医
科
診
療
報

酬
点
数
表
の
区
分
番
号
Ｃ

0
01の

注
８
（
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
区

分
番
号
Ｃ

0
0
1
―
２
の
注
６
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
（
指
定

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
の
指
定
を
受
け
て
い
る
有
料

老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
施
設
が
算
定
す
る
場
合
を
除

く
。
）
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
死
亡
診
断
加
算
を
算
定
す
る
利
用

（
新
設
）
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者
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
居
住
す
る
利
用
者
に
限
る

。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
主
治
の
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
情
報
通
信
機

器
を
用
い
て
医
師
の
死
亡
診
断
の
補
助
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
利
用

者
の
死
亡
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

レ
・
ソ
 
（
略
）
 

ヨ
・
タ
 
（
略
）
 

ツ
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算
 

注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 

 
1,200

単
位
 

⑵
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 8
00
単
位
 

レ
 
総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
強
化
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,000単

位
 

注
 
イ
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
、
指
定
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
の
質
を
継
続
的
に
管
理
し
た
場
合
は
、
１
月
に
つ

き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。

 

   
（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

ネ
～
ラ
 
（
略
）
 

ソ
～
ネ
 
（
略
）
 

ム
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
指
定
看
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る

区
分
に
従
い
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 100

単
位
 

⑵
 
生
産
性
向
上
推
進
体
制
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
0
単
位
 

（
新
設
）
 

ウ
 
（
略
）
 

ナ
 
（
略
）
 

ヰ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 
ラ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
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注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を

行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月

31
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
1
02
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
7
4に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
4
1に

相
当
す
る
単
位
数
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を

行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
102に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
74に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
41に

相
当
す
る
単
位
数
 

ノ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
15
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
10
0
0分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

ム
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
15
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
数
 

オ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

ウ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等
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の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000

分
の
1
7に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

を
行
っ
た
場
合
は
、
イ
か
ら
ナ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000

分
の

17に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
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